
【令和７年度南相馬市修学資金給付　応募資格（３）所得要件について】

　

　市が定める所得要件は次のとおりです。

総所得基準額表

（別表１）給与所得の場合の控除額

  保護者又は生計を維持する方の合計収入額から給与所得の場合の控除額（別表１）及び特別控除表に
基づいた控除額（別表２）を差し引いた額を総所得金額とし、総所得金額が次の総所得基準額表に示す
基準額以下の方。

８人 ２７４万円

９人以上は１人増すごとに１２万円加算

世帯人数 基準額

６人 ２５０万円

７人 ２６２万円

３人

４人

５人

１９８万円

２１２万円

２２９万円

２３９万円

世帯人数 基準額

１３９万円１人

２人

（Ａ)

年間収入金額

400万円以下の場合

400万円を超え781万円以下の場合

781万円を超える場合

（Ｂ)

年間収入金額

65万円以下の場合

65万円を超え180万円以下の場合

180万円を超え360万円以下の場合

360万円を超え660万円以下の場合

660万円を超え1,000万円以下の場合

1,000万円を超え1,500万円以下の場合

1,500万円を超える場合

備考

控除額

（ただし、収入金額が268万円未満の控除額は収入金額と同額）

２　控除額は、1万円未満の端数があるときは、四捨五入する。

年間収入額×0.4
（ただし、控除額が65万円未満の場合は65万円）

年間収入額×0.1+120万円

年間収入額×0.05+170万円

245万円

１　生計を維持する者のうち、給与所得の年間収入金額が多い者（給与所得のある者が1名の場合を
含む）にあっては（A)の表、少ない者にあっては（B)の表を適用する。なお、年間収入金額が同額
の場合については、いずれか一方の者は（A)の表、他方の者は（B)の表を適用する。

年間収入額×0.2+214万円

年間収入額×0.3+18万円

年間収入額×0.2+54万円

年間収入額×0.3+174万円

408万円

控除額

年間収入額と同額

別 紙



（別表２）特別控除表


